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考え方２

扶養控除
児童及び老齢の
親族のみ

拡 充

基礎控除

考え方３

拡 充

児童の扶養に
ついて
税額控除

基礎控除

考え方１

基礎控除

配偶者控除

扶養控除

これらを合わせて

｢家族控除(仮称)｣？

家族に関する控除の構造の見直し（３つの考え方）家族に関する控除の構造の見直し（３つの考え方）
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雇用形態別雇用者数（役員を除く）の推移
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正規の職員・従業員（Ａ）

パート等の割合（Ａ～Ｄの合計に占めるＢ～Ｄの合計の割合）

（注）　１．総務省「労働力調査特別調査」より作成。

　　　　２．各年とも２月現在の計数。
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○過去１年間の年収別パート労働者数割合

        (備考）厚生労働省「平成７年パートタイム労働者総合実態調査」、「平成13年パートタイム労働者総合実態調査」により作成

　　　　　　　○パートタイム労働者（女子）における
　　　　　　　　年収の調整割合
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資料：総務省統計局「就業構造基本調査」（1997年）
（注）１．　夫が有業（家族従業者を除く。）の妻についてみたものである。
    　 ２．「所得」とは、本業から通常得ている年間所得（税込み額）をいい、自営業主の
　　　　所得の場合は過去１年間の売上総額から必要経費を差し引いたものを、雇用者
        の所得の場合は過去１年間に得た給与総額を指す。

厚生労働省「平成14年版　厚生労働白書」より作成

夫の所得（年間収入）階層別妻の就業状況
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資料：総務省統計局「就業構造基本調査」
（注）１．夫が有業（家族従業者を除く。）の妻についてみたものである。
　　　２．「所得」とは、本業から通常得ている年間所得（税込み額）をいい、自営業主の所得の場合は過去１年間の
        売上総額から必要経費を差し引いたものを、雇用者の所得の場合は過去１年間に得た給与総額を指す。

厚生労働省「平成14年版　厚生労働白書」より作成
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世　帯　構　成　の　状　況（昭和50年・昭和61年・平成12年）

（備考） 厚生労働省「国民生活基礎調査」により作成
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その他
6%
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夫婦子2人
の世帯
19.8%

三世代世帯
17%

夫婦と未婚の
子のみの世帯

42.7%

昭和61年分

三世代世帯
15.3%

夫婦子2人
の世帯
20.6%

単独世帯
18.2%

その他
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夫婦のみの世帯
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夫婦子1人
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夫婦子3人
の世帯
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世帯
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平成12年分

片親と子供世帯
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夫婦子4人以上の世帯
0.5%

夫婦子3人の世帯
4.0%

夫婦子1人の世帯
13.7%

夫婦のみの世帯
20.7%

その他
6.1%

単独世帯
24.1%

夫婦子2人の世帯
14.5%

三世代世帯
10.6%

夫婦と未婚の
子のみの世帯

41.3%

夫婦と未婚の
子のみの世帯

32.7%
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万円 万円 万円

２２０.０ ２８８.１ １２９ ４３８.６ １９７

１８３.０ ２３５.７ １２９ ３８４.２ ２１０

１４１.８ １８３.３ １２９ ２８３.３ ２００

１０７.３ １３２.２ １２３ ２２０.０ ２０５

８０.０ ９６.７ １２１ １１４.４ １４３

（注） 現行の夫婦子２人の給与所得者の場合、子のうち１人を特定扶養親族に該当するものとしている。
現行の夫婦子３人の給与所得者の場合、子のうち１人を特定扶養親族に該当するものとしている。

現　　行昭 和 ６１ 年

昭和50年を
100とした場合

昭和50年を
100とした場合

昭 和 ５０ 年

　課 税 最 低 限 の 推 移

独身の給与所得者

夫婦子３人の給与所得者

夫婦子２人の給与所得者

夫婦子１人の給与所得者

夫婦のみの給与所得者
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同居
老親
+１０
万円

７０歳
　

３８万円

　　　　　　　　　 　　38万円　

控　　除　　額

老 人 扶 養 控 除

４８万円 ＋３５万円

特　 定　 扶　 養　 控　 除

同居特別障害者 特別障害者

＋４０万円

扶  養  控  除  の  概  要　（　所　得　税　）

６９歳

扶　 養　 控 　除

３８万円

扶
 

養
 

親
 

族
 

の
 

年
 

齢

　　　　　（寝たきり老人の場合）

　　　

２３歳

２２歳

１５歳

１６歳

 扶   養   控   除

48万円 58万円 133万円

35

38

45

50

53

58

63

抜本改革（創設）

税制改革

「恒久的減税」による加算

元

５

７

10

11

特定扶養控除の沿革

３８万円 ＋２５万円

６３万円
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